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＜資料１＞ 

第８０回国民スポーツ大会和歌山県選手団編成要項より 

 

 

 

 

 

 

 

第８０回国民スポーツ大会和歌山県選手団派遣基準（抜粋） 

１．派遣対象 

 県選手団の監督（ホースマネージャー等含む）及び選手 

２．派遣旅費補助 

（１）交通費 

（ア） 原則として、ＪＲ和歌山駅から会場地（ＪＲ）最寄り駅までの普通運賃（往復）を支給す

る。 

（イ） 片道 100 ㎞以上は特急指定席料金（通常期）を支給する。 

(２) 宿泊費 

青の煌めきあおもり国スポ宿泊要項に基づき、青の煌めきあおもり国スポ合同配宿本部から宿

舎並びに宿泊料金の決定後、１泊３食（消費税込み）の宿泊費を以下のとおり支給する。 

（ア） 料金一覧 

      営業施設 ３，８５０円～１９，８００円（１泊２食の宿泊料金及び消費税含む） 

    ※入湯税については、課税対象施設のみ支給する。 

昼食弁当 １，２１０円（税込）を支給する。 

（イ） 対象期間 

①監督  競技日程の前日から参加選手最終出場日の宿泊までを支給する。 

②選手  競技日程の前日から１回戦、又は予選出場日の宿泊までを支給する。また、勝ち進

んだ場合は試合の実施された日の宿泊まで追加支給する。 

上記に該当しない競技（リーグ戦等）については、各競技日程最終日までの宿泊を

支給する。 

なお、総合開・閉会式に参加する監督・選手については、それぞれの前日の宿泊を

支給する。 

（ウ） 宿泊取消料 

派遣対象の監督（ホースマネージャー等含む）及び選手について、競技敗退等により宿泊を取

り消した場合は、競技敗退日翌日から競技日程最終日までの宿泊取消料を支給する。支給にあた

り、宿泊先作成の領収書を提出すること。宿泊者数、宿泊取消料が明記されていない場合は、支

給対象外となる。 

（３）ユニフォーム 

 ユニフォームと帽子を支給する。 

選手・監督を当該競技団体長が推薦 

↓ 

県スポーツ協会及びスポーツ課で審査（選手選考会） 

↓ 

決定 



  但し、参加者負担金として１人につき半額(８，８００円)を徴収する。 

３．大会参加負担金（参加者負担） 

 ・参加料（少年種別に出場する選手３，０００円、少年種別以外の種別に出場する選手及び監 

督等６，０００円） 

 ・大会参加者傷害補償制度負担金（１，０００円） 

※負担金（ユニフォーム代、参加料、傷害補償制度）については、派遣費から差し引きます。 

 

第８０回国民スポーツ大会派遣費取扱方法より 

○追加支給について 

勝ち進んだ場合や気象警報等で延期になった場合 

↓ 

宿泊費等は、各競技団体で立て替え払いをしていただき、後日精算 

 

 

＜資料２＞ 

国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規定（抜粋） 

１．規程第２章 参加資格違反に関する手続き・処分内容等により、違反が判明した時点や個人競

技・団体競技で内容は異なるが、参加禁止処分となることがある。 

２．規程第３章 ドーピング規則違反に関する手続き・処分内容等により、次大会以降の参加できな

くなる可能性がある。 

３ 規程第４章 競技順位等の取り扱いにより、違反が確定し、成績が抹消された場合、その競技に

おける競技順位・得点等及び参加得点が抹消される。 

 

 

＜資料３＞ 

国民スポーツ大会参加申込システムへの入力について 

① https://jspo-entry.japan-sports.or.jp/login へアクセスし、ログイン画面を表示 

            ↓ 

② ユーザーID（登録メールアドレス※）とパスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリック 

            ↓ 

③ 登録メールアドレスに届いた「認証コード」を入力して「認証」ボタンをクリック 

            ↓ 

ログイン完了 

 

※令和 7 年度より、ユーザーID が登録メールアドレスに変更になった。 

 

 

 



 

☆県競技団体 申込書の作成 

            ↓ 「確定」                 

★県スポーツ協会 申込書のチェック 

         ↓ 「承認」 

 

            ↓ 「受理」 

参加申込完了 

 

※差戻し理由については、システムのシート内の最下部に 

記載しています。 

※出場しない種目がある場合やふるさと登録選手がいない 

場合は、『この申請書を使用しない』ボタンをクリックし、 

「確定」をしてください。 

※“添付書類”シートについては、異字体報告書等の提出がある場合、各提出書類をＰＤＦ形式にして

から提出してください。ない場合は、『この申請書を使用しない』ボタンをクリックし、「確定」を

してください。 

 

各競技の締切日について 

【第８０回国民スポーツ大会実施要項 総則（抜粋）】 

 

 
○上記の締切日の午後５時までにシステムの申込みを完了（※）しないと参加が認められません。 

遅くても選手選考会の前日までには「確定」ボタンを押しておいてください。 

 

※申込み完了とは、『開催県』『中央団体』『開催市町村』の三者が＜受理＞をしたときのこと。 

 

 

 

 

◆開催県、中央競技団体、開催市町村 申込書のチェック 

（
差
戻
） 

申込書が「受理」されるまで、

入力担当者はすぐに連絡が取れ

るようにしておいてください。 



 

 

国民スポーツ大会参加申込システム入力のチェックについて 

選手・監督の個人情報の入力 

○申込システムの入力情報と現住所調査票が合っているか。 

 ・名前（漢字・フリガナ）の確認 

  漢字の細部等、間違いがないか確認してください。 

 （例：崎・﨑、吉・𠮷、凛・凜、太・大、ヅ・ズ など） 

 ・異字体や外字の確認 

  システム等に入力するときに表示されない場合は、かならず「異字体報告書」を提出して 

ください。※システム内の「添付資料」シートにＰＤＦで添付。 

 ・生年月日の確認（2025 年 4 月 1 日現在の年齢） 

  間違いがないように確認をしてください。 

 ・学校名（正式名称）の確認 

  和歌山県立○○高等学校、和歌山市立○○中学校 

 ・勤務先名（正式名称）の確認 

  （株）○○→株式会社○○、（有）○○→有限会社○○ 

 ・学校の教員や職員の場合の記載方法の確認 

  教員の場合：和歌山県立○○高等学校（教） 

  職員の場合：和歌山市立○○中学校（職） 

 

監督資格（日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格）の確認 

○資格情報について間違いや有効期限が適正か。 

 ・資格名の確認（指導員、コーチ、上級指導員など） 

 ・有効期限の確認 

   有効期限が 2026 年 9 月 30 日の場合は、それまでに更新手続きを完了することが確実か 

必ず確認してください。 

○資格番号の確認 

・指導者資格登録番号（MyJSPO No.）が７桁から９桁に変更になっている。これまでの番号 

の頭に“００”をつける。） 

 

ふるさと選手登録について 

○県予選に出場した選手全員の登録をしてください。※エクセルデータも！ 

○ふるさと登録選手がいない場合は、『この申込書を使用しない』ボタンをクリックし、「確定」 

をしてください。 

 

※参加都道府県については、「実施要項総則第５項（２）所属都道府県」選択における事例を参照。 

 

 



 

個人情報の保護に関する留意事項 

１．個人情報の利用目的・範囲 

 申込システムの個人情報は、大会運営業務や競技別プログラムなどに利用する。 

２．個人情報の適切な管理 

  申込システムに入力した個人情報は、第３者に提供しない。また、紙媒体等の物理的な資料を保

管する場合は、施錠可能な場所に保管すること。 

３．ID 及びパスワードの適切な管理 

  ID 及びパスワードは、関係者以外の目に触れないようにしてください。本システムを利用する

にあたっては、1 つの ID 及びパスワードを用いて、複数人が同時に重複して本システムにログイ

ンすることはできません。複数人で作業する場合は、登録したメールアドレス保有者の管理・責任

の下、連携して作業を行ってください。 

４．取扱端末の適切な管理 

 適切な管理、取り扱いにご留意ください。 

 

 

 

 

 

＜資料４＞ 

国スポ宿泊申込スケジュール 

○宿泊の競技別申込について 

 

 



○宿舎決定通知について 

 会期前Ⅰ競技 令和８年８月２０日（木）１２：００以降 

会期前Ⅱ競技 令和８年９月１４日（月）１２：００以降 

本会期競技  令和８年９月１８日（金）１２：００以降 

に決定される。（※システム内の宿舎決定通知画面で閲覧、ダウンロードができる。） 

○宿泊の変更・取消について 

  変更・取消は、上記の配宿決定通知日の１２：００以降からインターネットで受付が開始され

る。インターネットが利用できない場合は、宿舎決定通知書に加筆訂正の上、配宿センターへ FAX

で送信すること。 

 対象団体競技においては、変更・取消はできない。 

 

国スポ宿泊取消料規定 

○宿泊取消料 

宿泊取消の申出区分 宿泊取消料 備考 

宿泊予定日の９日前まで 不要 

素泊まりまたは欠食で申し込

んだ場合は、その料金（税抜）

を宿泊料金とする。 

宿泊予定日の８日前から 

宿泊予定日の４日前まで 
宿泊料金（税抜）の 20％ 

宿泊予定日の３日前から 

宿泊予定日の前日まで 
宿泊料金（税抜）の 50％ 

宿泊日当日 宿泊料金（税抜）の 100％ 

（注）・荒天等による交通機関の不通で、宿舎への到着が困難な場合は、宿泊責任者が指定宿舎と協

議して取消料を決定する。 

   ・入宿前後に関わらず、災害等（地震、風水害、感染症等）により、競技会（種目・種別）が

中止となった場合、荒天等による競技会会期の短縮決定により、宿泊取消を申し出た場合は、

取り消した泊数に関わらず、一人につき１泊分の取消料のみとする。 

※『選手・監督の競技敗退後、又は悪天候時の特例』については、作年度（令和７年度）から削除。 

 ・宿泊施設により、宿泊取消料規程が異なるので、「宿舎決定通知書」を確認。 

○食事の欠食について 

 欠食控除の適用は、朝食、夕食ともに４日前までに申し出た場合に限る。ただし、競技の進行状況

により、やむを得ない夕食の欠食を申し出る場合は、宿舎と協議の上、決定する。 

対象団体競技においては、次項を参照。 

 

 

対象団体競技における宿泊対応について 

【対象団体競技】 ※事前に競技結果による勝ち残り数が把握できる競技 

水泳（水球）、サッカー、ホッケー、バレーボール（６人制）、バスケットボール、ハンドボール、 

軟式野球、ソフトボール、ラグビーフットボール、高等学校野球（硬式・軟式） 

※上記競技については、対戦相手との同宿や宿替えを行い、事前に勝ち残り数のみの客室確保を行

うことで、可能な限り宿泊取消料が発生しない配宿を行う。 



○宿泊申込について 

 ・競技開始日から最終日前日までは、全チーム申込が必要。 

 ・競技最終日の宿泊については、申込をしたチームのみが対象となる。取消の場合は、申し込んだ

分の取消料が必要となる可能性があり、全額団体負担となる。 

 ・配宿を受けた宿泊施設の「食事条件」の変更はできない。（欠食控除は適用されない。） 

 ・競技敗退日の翌日以降の客室は確保されない。 

 

○宿泊の変更・取消および取消料について 

 ・本申込完了後の変更・取消はできない。配宿決定通知後の変更・取消もできない。 

 ・競技敗退日に当日の宿泊を取り消した場合は、宿泊日当日の宿泊取消料が発生する。 

 ・種別（種目）および参加人員に定める人数を超えて宿泊を申し込む場合、参加人員を変える人数

分について宿泊取消料が発生する可能性がある。 

  ※競技最終日以外の全日程が対象。 

  ※申込み人数により敗退日以降の宿泊取消料も発生する場合がある。 

  ※敗退日の翌日以降の宿泊取消料が発生する場合は、後日請求となる。取消料については、対象

競技の全日程終了後に、宿泊・取消実績等を集計し、確定する。請求時期は、１１月上旬まで

に請求書が届き、１１月下旬までに振込等での支払となる予定。振込手数料は振込者負担。 

 ・競技最終日の宿泊を申し込み、それを取り消した場合は、宿泊取消料の対象となる。 

 ・競技運営上の理由により、試合結果に伴い宿泊が不要となるチームが発生する場合がある。 

○退宿時までの宿泊料金等は、これまで同様、宿泊施設の指定する方法で精算する。 

 

 

＜資料５＞ 

アンチ・ドーピング研修について 

○ドーピングに関する教育を、選手、監督、スポーツドクター、アスレティックトレーナー及び保護 

者が、国スポ本戦参加前に受けなければならない。 

○教育の内容 

・JSPO HP で動画視聴後 Real Champion Quiz を実施する 

https://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid1395.html 

 

 

https://www.japan-sports.or.jp/medicine/doping/tabid1395.html


 
 

 
 

修了証に記載のコードを記載 

※選手は、同意書内の【国スポ本戦出場前のアンチ・ドーピング教育履歴】に必ず記載する。 

※監督は、国民スポーツ大会アンチ・ドーピング教育履歴確認カードに必ず記載する。 

 

 



ドーピング検査同意書について 

・正式競技の競技者全員が対象。 

・事前に通知されない。無作為に選定される。（競技成績は関係なし） 

・国スポ期間中、ドーピング検査同意書を必ず携帯すること。 

※競技によっては、競技前にチェックされることが増えてきている。 

※選手は、選手カード（顔写真貼付必須）、監督は、教育履歴確認カードを大会期間中、常に携帯す

る必要がある。 

※１８歳少年選手の取り扱いは日スポで協議中 

 

JADA（日本アンチ・ドーピング機構） TUE申請について 

スポーツでの使用を禁止している物質や方法は、治療目的の使用であっても禁止されている。 

しかし、一定の条件下では、特例として使用が認められ、この手続きを治療使用特例（Therapeutic 

Use Exemption：TUE）という。TUE が認められないまま、その禁止物質・禁止方法の使用を続け

た場合、アンチ・ドーピング規則違反となるので、使用をしている場合は、期間内に申請書を JADA

に申請し、承認されなければならない。 

・申請するには、TUE 申請確認書や添付書類が必要 

※『JADA ホームページ』もしくは、『JADA クリーンスポーツ・アスリートサイト』から 

ダウンロードをお願いします。 

・申請書は、競技会３０日前までに各個人で提出 

＜参考＞ 

『JADA ホームページ』 

（https://www.playtruejapan.org/medical-staff/） 

『JADA クリーンスポーツ・アスリートサイト』 

（https://www.realchampion.jp/） 

 

 

＜資料６＞ 

国民スポーツ大会参加者傷害補償制度について 

○負担金は、１人につき、１，０００円（※派遣旅費から差し引きます） 

○傷害事故が発生した場合 

 県スポーツ協会に事故報告書を提出してください。 

 ※日本スポーツ協会に事故発生から３０日以内の提出が必要 

 

 

 

 

 

 



＜資料７＞ 

和歌山県選手団結団壮行式 

《会期前Ⅰ競技結団壮行式》 

１．期日   令和８年８月２６日（水） 

２．会場   ホテルアバローム紀の国 

３．当日のスケジュール 

１４：３０～１５：００ 監督会議 

１５：２０ 監督・選手集合完了 

１５：２０～１５：４５ 壮行式の説明、リハーサル等 

１６：００～１６：４５ 結団壮行式 

  

《会期前Ⅱ･本会期競技結団壮行式》 

１．期日   令和８年９月２８日（月） 

２．会場   和歌山県民文化会館 大ホール 

３．当日のスケジュール 

１４：３０～１５：００ 監督会議（５階大会議室） 

１５：１０ 監督・選手集合完了 

１５：１５～１５：４５ 壮行式の説明、リハーサル等 

１６：００～１６：４５ 結団壮行式 

 

 ※両日とも１４時より国スポユニフォームサイズ交換ブースが設置されます。 

 

総合開会式について 

・弁当申込ホームページは、後日公開される。 

・申込締切は、未定。 

・申込受付後に、「予約完了通知書」をメールで配信。 

・予約完了通知書に記載された指定口座に指定された金額を入金。 

※申込み、入金を忘れないように注意してください。 

 

 

＜資料８＞ 

国民スポーツ大会選手選考会時の提出書類について 

（１）選手選考会出席届 → 選手選考会実施日の 1 週間前までに提出。 

（２）国民スポーツ大会選手選考会提出書類確認票   ※ホームページよりダウンロード 

 ○選手選考会資料 

  ・選手推薦書 

  ・推薦選手一覧（県予選会での順位記録（選考理由等）を必ず記入） 

  ・支援コーチ記入シート ※必要な場合、提出。 



 ○勤務先（学校）現住所調査票 

○派遣旅費委任状（個人印及び委任者印を押印）  

※派遣旅費振込先は委任者と口座名義人が同一となること。 

 ○ふるさと選手制度使用申請書及び活用申請届 

  ※近畿ブロック大会で提出をしている場合は、提出の必要はありません。 

 ○参加資格確認書 

 ○参加申込選手異字体報告書 

  ※システム上で表記されない漢字がある場合は、参加申込システム内の『添付書類』のシートに

ＰＤＦ形式に保存した異字体報告書を添付してください。 

○ユニフォームサイズ集計表・調査票 

  ※競技団体負担分は、旅費から差し引きます。 

  ※『集計表』と『調査票』を提出してください。 

 ○結団壮行式出席者名簿 

 ○仮選手団名簿 

 ○JR 運賃割引証使用マニュアル 

  ※使用は、社会人が対象。（大学生・高校生・中学生は学生割引を使用。） 

  ※対象路線及び、指定駅は、使用者の居住地最寄の JR 各駅から、大会会場最寄の指定駅までの

往復区間。（往復同一経路） 

  ※紛失した場合も、不適切な使用になる。 


